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労働基準法等に定められた労働時間等 

 

１ 労働時間 

 ・１週間について、４０時間を超えて労働させてはならない。 

（法第３２条第1項） 

 ・１週間の各日について、休憩時間を除き１日８時間を超え労働させてはな

らない。（法第３２条第２項） 

・１か月以内や１年以内の一定期間において変則期間とし、特定した週に週

４０時間を超え、また、特定した日に８時間を超えて労働させることができ

る。（変形労働時間制）（法第３２条の２、法第３２条の４） 

 

 

２ 休憩 

 ・労働時間が６時間を超える場合は、少なくとも４５分、８時間を超える場

合は、少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならな

い。 

（法第３４条） 

 ・休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労働組合との協定の

締結や、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要なものにつ

いては適用除外とする。（法第３４条第２項・施規第３１条） 

 

 

３ 休日 

・毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。ただし、４週間を通

じて４日以上の休日を与えることとしてもよい。 

（法第３５条・法第３５条第２項） 

 

 

４ 時間外及び休日の労働 

 ・使用者と労働者の代表者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け 

出た場合においては、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができ 

る。（法第３６条） 
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「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善についての状況調査結果概要（速報）」 

平成２５年１１月２９日 中央社会保険医療協議会  

 

図１ 常勤医師１人あたりの月平均勤務時間＜全施設＞ 
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　　　　看護職員実態調査結果

　　　

※　日本看護協会「2013年看護職員実態調査」より

表１　夜勤の状況（病院勤務・正職員・非管理職）

※　３交代制・２交代制勤務
　　基本的に、３交代制勤務の場合は、２４時間を日勤・準夜勤・深夜勤の３等分した各８時間、
　２交代制の場合は、日勤・夜勤の各１２時間を勤務する。
　　変則３交代制・変則２交代制とは、それぞれの交代制を病院において調整し、法定労働時間
　（１週につき４０時間以内・４週につき４日以上の休日）の範囲内で独自の勤務時間を設定して
　就業規則に定めるものである。
　例：変則２交代において、
　　　日勤は８時３０分から１７時１５分までの勤務（休憩４５分）
　　　夜勤は１５時３０分から翌９時３０分までの勤務（休憩１２０分）

資料 6

表２　超過勤務の状況（正職員・超過勤務をした者）

１　夜勤の状況

２　超過勤務の状況

※　日本看護協会「2013年看護職員実態調査」より

公益社団法人　日本看護協会調査結果より
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３　休暇取得の状況

※　日本看護協会「2013年看護職員実態調査」より

表３　年次有給休暇の取得状況（正職員・勤続６カ月以上）

※　日本看護協会「2013年看護職員実態調査」より
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５　看護職員の離職率の推移

表６　看護職員の離職率の推移

日本看護協会「2012年病院における看護職員需給状況調査」より

※　日本看護協会「2013年看護職員実態調査」より

表５　現在の職場への希望（複数回答；３つまで）

４　現在の職場に希望すること
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単位：時間

常勤の平均勤続年数
病院 7.0

診療所 7.9
訪問看護 6.7
福祉施設 4.4

全体 6.2

表８

　病院7.0年、診療所7.9年、訪問看護ステーション6.7年は、全体6.2年より長く、
福祉施設4.4年は全体より短いです。

２　常勤職員の平均勤続年数

単位：時間

常勤1人あたりの平均時間外勤務時間数
病院 7.2

診療所 7.1
訪問看護 5.4
福祉施設 7.1

全体 7.0

表７

病院7.2時間、診療所7.1時間、福祉施設7.1時間で、ほぼ全体平均7.0時間と同じ傾向です。

川崎市看護職員実態調査より

　１　看護職員の時間外勤務時間数

３　退職した職員の退職理由

「職場の人間関係」が約20％と一番多く、「転居」が約17％、「本人の身体的な不調」が
約16％、「出産・育児」が約12％となっています。

％

出産・育児 結婚 転居 身体的不調 家族の健康 職場の人間関係

病院 40.6 43.8 68.8 59.4 40.6 53.1

診療所 12.8 6.6 17.5 6.2 6.6 7.1

訪問看護 16.7 0.0 25.0 20.8 12.5 16.7

福祉施設 6.9 0.5 7.4 17.8 13.9 27.7

全体 12.3 6.2 17.0 15.5 12.3 19.6

表９
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４　新卒職員の退職理由

表１０

・回答のほとんどが新卒者の採用が多い「病院」からの回答でした。
・病院に限ると、「精神的な未熟さや弱さ」が59.4％、「看護職員としての適性がない」が
46.9％、「精神的な不調」が40.6％、「教育期間等の看護教育と現実のギャップ」が34.4％、
「職場のストレスに耐えられない」が25.0％でした。

％

教育機関の看護
教育とのギャップ

精神的な未熟さ
や弱さ

精神的な不調
職場のストレスに

耐えられない
従来より高い能
力を要求される

看護職員としての
適性がない

病院 34.4 59.4 40.6 25.0 21.9 46.9

診療所 0.5 0.5 0.9 0.0 0.9 0.5

訪問看護 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

福祉施設 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 0.5

全体 3.2 4.9 3.4 2.8 2.1 3.6
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１　医師

（単位：人）
平成１６年 平成１８年 平成２０年 平成２２年 平成２４年

従事者数 270,371 277,927 286,699 295,049 303,268
対２年前増加数 7,556 8,772 8,350 8,219

増加割合 2.79% 3.16% 2.91% 2.79%

従事者数 15,209 15,743 16,792 17,676 18,291

対２年前増加数 534 1,049 884 615

増加割合 3.51% 6.66% 5.26% 3.48%

従事者数 2,470 2,545 2,767 2,877 3,008

対２年前増加数 75 222 110 131

増加割合 3.04% 8.72% 3.98% 4.55%

※厚生労働省が隔年で実施している「医師・歯科医師・薬剤師調査」から抽出。
　　各年とも１２月３１日が基準日

２　看護師等（保健師、助産師、看護師、准看護師）

（単位：人）
平成１６年 平成１８年 平成２０年 平成２２年 平成２４年

従事者数 1,292,593 1,333,045 1,397,333 1,470,421 1,537,813
対２年前増加数 40,452 64,288 73,088 67,392

増加割合 3.13% 4.82% 5.23% 4.58%

従事者数 54,691 56,514 60,650 66,676 71,594

対２年前増加数 1,823 4,136 6,026 4,918

増加割合 3.33% 7.32% 9.94% 7.38%

従事者数 7,978 8,091 8,862 9,849 10,539

対２年前増加数 113 771 987 690

増加割合 1.42% 9.53% 11.14% 7.01%

※全国の就業者数は、厚生労働省医政局看護課調べ　日本看護協会　看護統計資料による。

　 県内の従事者数は、衛生行政報告例による。

　 市内の従事者数は、厚生労働省が隔年で実施している業務従事者届による。

全　国

県　内

市　内

　　　平成２２年から２４年の２年間で、医師は全国で2.79％、8,219人増加し、
　　市内ではそれを上回る4.55％、131人増加しました。

　　　　平成２２年から２４年の２年間で、看護師等は全国で4.58％、67,392人
　　　増加し、市内では7.01％、690人増加しました。

医師及び看護職員の従事者数の推移について

全　国

県　内

市　内

資料 7
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資料 8
看護職員需給見通し等

第７次看護職員需給見通し

川崎市看護職員実態調査結果

１　充足状況

表１

表２

　平成２４年末の国・県の就業看護職員数は、国では21,113人、神奈川県では1,133人
見通しを上回っています。

　全体では約65％が充足と回答しているが、病院・介護老人保健施設では約70％が不足
となっています。

単 位 ： 人

不 足 看 護 職 員 数 （ 実 人 員 推 計 ）
病 院 3 2 4

診 療 所 9 9
訪 問 看 護 7 7
福 祉 施 設 2 8 1

全 体 7 8 1

２　不足看護職員数（実人員）（平成25年10月1日時点）

　不足看護職員数は、市内全体で781人と推計されます。

２ ４ 年 ２ ５ 年 ２ ６ 年 ２ ７ 年 ２ ８ 年

需 要 見 通 し 1 , 5 7 0 , 3 0 0 1 , 5 9 7 , 8 0 0 1 , 6 2 3 , 8 0 0 1 , 6 5 0 , 2 0 0 ー

供 給 見 通 し 1 , 5 1 6 , 7 0 0 1 , 5 5 4 , 6 0 0 1 , 5 9 5 , 9 0 0 1 , 6 3 9 , 7 0 0 ー

充 足 率 見 通 し 9 6 . 6 9 7 . 3 9 8 . 3 9 9 . 4 ー

実 績 1 , 5 3 7 , 8 1 3 ー ー ー ー

需 要 見 通 し 8 4 , 8 6 0 8 7 , 1 1 7 8 9 , 4 0 1 9 1 , 7 0 4 ー

供 給 見 通 し 7 0 , 4 6 1 7 5 , 4 6 1 8 1 , 7 3 1 8 9 , 4 8 6 ー

充 足 率 見 通 し ー 8 6 . 6 2 9 1 . 4 2 9 7 . 5 8 ー

実 績 7 1 , 5 9 4 ー ー ー ー

国

神 奈 川 県
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％

充足している 不足している
病院 25.0 71.9

診療所 74.4 21.3
訪問看護 37.5 50.0
福祉施設 64.9 29.2

全体 64.9 29.6



４　応募者数が至らなかった理由

表４

　「勤務条件が合わない」が約39％、「賃金が希望と合わない」が約38％、「求職している
看護職員数が少ない」が約30％でした。

％

賃金が希望
と合わない

勤務条件が
合わない

（賃金以外）

勤務体制が
合わない

求職してい
る看護職員
数が少ない

仕事が激務
看護職員が
１人の職場

のため
その他 未回答

病院 31.3 62.5 18.8 37.5 0.0 0.0 25.0 0.0
診療所 18.5 33.3 25.9 29.6 3.7 7.4 11.1 0.0

訪問看護 33.3 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 25.0 8.3
福祉施設 50.0 35.2 29.6 31.5 3.7 5.6 22.2 0.0

全体 37.6 38.5 23.9 30.3 2.8 4.6 20.2 0.9
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２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年

需要見通し ー 11,836.0 12,525 .9 12,651 .6 12.723 .1
供給見通し ー 11,055.0 11,564 .6 12,097 .7 12,655 .4
充足率見通し ー 93.4 92.33 95.82 99.47
実績 10,539 ー ー ー ー

川崎市

表３

今後充足の方向に向かっていくものと推測されます。

３　看護職員需給見通し



医師・看護師確保に向けた施策

看護師の確保対策

産科医師分娩手当 （県・市）

地域の産科医師等に対し、分娩手当を補助する。

小児科・産科を含む救急医療を診療報酬制度で高く評価 （国）

平成22年度 医科診療報酬で1.74％ 4,800億円の増

平成24年度 医科診療報酬で1.38% 5,500億円の増

医学部の定員増加 （国）

平成26年度 9,061人（対前年度で20人の増加）

産科医療補償制度 （国）

分娩に係る脳性麻痺となった子と家族への経済的補償を行う。

神奈川県東部地域医療再生計画 （県）

医科大学との連携等により産科医師、看護師などの確保を行う。

神奈川県医師再就業支援センター （県）

県内医療機関に就業を希望する医師への就業先のあっせん等

病院内保育所の運営支援 （県・市）

医療機関が設置する医療従事者向け保育所の運営を支援する。

医師の確保対策

医療機関が設置する医療従事者向け保育所の運営を支援する。

市立看護短期大学・川崎看護専門学校の運営 （市）

市立看護短期大学（３年課程）を運営し、

川崎看護専門学校（２年課程）の運営を支援する。

看護実践教育アドバイザー事業 （県）

看護実践教育アドバイザーにより病院実習を支援する。

看護師等修学資金貸与制度 （市）

市内の医療機関に勤務を希望する看護学生を支援する。

民間の看護師養成所等の支援 （市）

市内の看護師養成所等３施設の運営を支援する。

川崎市ナーシングセンター（市）
市が川崎市看護協会へ運営委託し、離職防止・再就業を支援する。

県ナースセンター（県）

県が県看護協会へ運営委託し、看護師等の人材確保を促進する。

資料 9
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平成２６年度 福祉・介護人材確保のための取組（川崎市） 

就労 

          キャリアアップ 

 

 

            

定着 

福祉・介護職場への就労支援 

就職支援 

○無料職業紹介 

○福祉と保育のお仕事相談会 

無資格者等への就労支援 

○介護職員初任者研修を市価の 

半額程度で開催 

○介護職員初任者研修を受講し 

一定期間就労した者への受講費

用補助 

○失業者の資格取得と雇用機会創

出を組み合わせたメニュー 

キャリアアップの支援 

研修・講座等の開催 

○スキルアップのための福祉職員

向け研修 

○国家試験対策講座 

○訪問看護師養成講習会 

○たんの吸引等研修事業 

人材

潜在的有資格者の掘り起こし 

○潜在的有資格者向け再就職支援研修

の開催 

職員 

福祉・介護事業所 

人材の定着の支援 

職場環境の改善 

○職場環境改善のための管理者向

け研修の開催 

職員のメンタルヘルスケア 

○メンタルヘルス相談窓口の開設 

○メンタルヘルス研修 

人材の呼び込み 

福祉・介護に関する普及啓発 

○「介護いきいきフェア」の開催

介護職のイメージアップ 

○介護職の現場についての周知・

啓発 

福祉・介護の職場の紹介 

○看護師のための福祉施設就労

促進セミナー 

○福祉のお仕事ガイダンス 

○高校・大学・専門学校への出

張ガイダンス 

呼び込み 
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外来

3割 44,400円

12,000円

8,000円

8,000円

現役並み所得者 3割 44,400円

一般 12,000円

区分Ⅱ 8,000円

区分Ⅰ 8,000円

基礎控除後の所得の合計が

901万円を超える世帯

基礎控除後の所得の合計が

600万円超～901万円以下の世帯

基礎控除後の所得の合計が

210万円超～600万円以下の世帯

基礎控除後の所得の合計が

210万円以下の世帯

住民税非課税世帯

基礎控除後の所得の合計が

901万円を超える世帯
基礎控除後の所得の合計が

600万円超～901万円以下の世帯

基礎控除後の所得の合計が

210万円超～600万円以下の世帯

基礎控除後の所得の合計が

210万円以下の世帯

住民税非課税世帯

(単位：百万円)

費用総額(A) 自己負担額(A-B)

104,896 9,130

242,024 45,146

74,072 6,728

420,992 61,004

※「国保・被用者保険」の数値は川崎市国保等の実績に基づく推計値

医療保険制度及び介護保険制度の自己負担額について

（１）自己負担の仕組み

区分 負担割合
自己負担限度額

入院・外来合算

後
期
高
齢
者
医
療

現役並み所得者 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

一般

1割

44,400円

区分Ⅱ 24,600円

区分Ⅰ 15,000円

70歳～74歳

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

2割
（昭和19年4月
1日以前生まれ
の方は1割）

44,400円

24,600円

15,000円

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

35,400円

未就学児 2割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

35,400円

就学後～69歳 3割

区分 負担割合 自己負担限度額

介
護
保
険

利用者負担第４段階

1割

37,200円

利用者負担第３段階 24,600円

利用者負担第２段階

国保・被用者保険 196,878

介護保険 67,344

15,000円

利用者負担第１段階 15,000円

（２）川崎市における医療費及び介護給付費の状況(平成25年度)　　　　　　　　　　　　　　　　

区分 保険者負担額(B)

合　計 359,988

国
民
健
康
保
険
・
被
用
者
保
険

医
療
保
険

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

57,600円

57,600円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

後期高齢者医療 95,766
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